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宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）の背景・概要
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愛媛県土砂条例の概要
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①スキマのない規制（規制区域・許可対象の規模）
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規制区域＝宅造区域＋特盛区域
愛媛県では行政区域全域（土砂条例と同様）

国土交通省の資料より

土砂条例の許可対象は
3,000m2以上



①スキマのない規制（許可の義務及び許可不要工事）
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法15条2項
法34条2項



②盛土等の安全性の確保
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中間検査【特定工程】
盛土する前の地盤面
に排水施設を設置
⇒工事を終えた日から
４日以内に検査申請

【中間検査、定期報告】
すべての工事が対象ではなく、
特定盛土の許可対象規模

愛媛県では上乗せ条例の予定なし



②盛土等の安全性の確保（届出・許可・報告の対象規模）
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※特盛区域の届出について、開発許可を受けた場合は届出したものとみなされるため、手続き不要（法27条5項）
であるが、標識の掲示は必要（法49条）。届出内容はホームページで公表。



③責任の所在の明確化・④実効性のある罰則の措置
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国土交通省の資料より



許可申請から工事の完了までの流れ
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国土交通省の資料より

中間検査【特定工程】
（政令24条1項）
暗渠排水管を設置する工事
特定工程がない場合は中間
検査不要

・工事休止期間も報告必要
・許可日から３ヶ月以内に
完了する場合は報告不要



盛土規制法に基づく規制区域（案）県全体（松山市は市が指定）

令和６年度に
盛土等管理システム構築予定
（R7.3月運用予定）
規制区域、許可情報等の公表（GIS）

行政区域全域が規制区域
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盛土規制法に基づく規制区域（案）新居浜市の例

新居浜市の場合
都市計画区域内で、
開発行為に該当する場合
1,000m2以上は開発許可となる
ため、新居浜市へ申請
（都市計画区域外は1ha以上）
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なお、宅造区域内で、
500m2超1,000m2未満や
高さ1m超の擁壁などは、
盛土規制法に基づく許可が
必要であるため、留意が必要

宅造区域と特盛区域の境界
平地部：道路や河川等の地形地物で設定
山地部：人家に近接する土地と重複する小渓流の尾根で設定



盛土規制法に基づく規制区域（案）東温市の例
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なお、宅造区域内で、
500m2超1,000m2未満や
高さ1m超の擁壁などは、
盛土規制法に基づく許可が
必要であるため、留意が必要

東温市の場合
都市計画区域内（市街化区域）で、
開発行為に該当する場合
1,000m2以上は開発許可となる
ため、中予地方局建設部へ申請
（市街化調整区域はすべて）

宅造区域と特盛区域の境界
平地部：道路や河川等の地形地物で設定
山地部：人家に近接する土地と重複する小渓流の尾根で設定



盛土規制法に基づく規制区域（案）宇和島市の例

宇和島市の場合
都市計画区域内で、
開発行為に該当する場合
3,000m2以上は開発許可となる
ため、宇和島市へ申請
（都市計画区域外は1ha以上）
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なお、宅造区域内で、
500m2超3,000m2未満や
高さ1m超の擁壁などは、
盛土規制法に基づく許可が
必要であるため、留意が必要

宅造区域と特盛区域の境界
平地部：道路や河川等の地形地物で設定
山地部：人家に近接する土地と重複する小渓流の尾根で設定



盛土規制法と都市計画法（開発許可）の関係 ※面積要件による整理

事前相談で、開発行為に該当するか確認

盛土規制法または開発許可
災害の防止（構造等審査）

土砂条例（3,000m2以上）

環境の保全（土壌・水質検査）

※面積が500m2以下でも、高さ等により
盛土規制法の許可が必要な場合あり

※土石の堆積は盛土規制法で対応

※開発許可権限は８市が有している
（四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、大洲市、八幡浜市、西予市、宇和島市）
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規制に関する主な質疑応答について
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盛土規制法の区域指定前に、工事の計画や着手等を進めている場合

パターン①
盛土規制法に基づく規制開始までに工事が完了している場合は、盛土規制法の手続きは不要

パターン②
既に工事に着手しているが、工事が継続し完了していない場合で、許可対象規模の工事は、
区域指定日から２１日以内に届出が必要（法２１条第１項・法４０条第１項）

パターン③
区域指定後に工事着手する場合は、盛土規制法の新規許可等が必要

工事現場及び現場付近での土石の堆積

工事現場やその付近で一時的に土石を仮置きするものは、工事で一体的に安全管理することを
前提に、盛土規制法の許可は不要（仮置きは工事期間中が原則）
＜以下の条件が必要＞
①請負契約書や工事施工計画書等において、工事現場として位置付けられた土地であること
②本体工事と一体的に安全管理が可能な範囲であること（主任技術者兼務、10km以内のもの）

③仮置き場等に看板を設置すること

※土砂受け入れ地の設置に係る工事主が許可を申請
※土石の堆積に係る許可申請の工事期間は最長で５年以内（継続する場合は、変更許可が必要）
※堆積を複数に分けて行う場合、全体が対象規模を超える場合は許可が必要



資源有効利用促進法（建設発生土）について
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国土交通省の資料より



盛土規制法に基づく「許可申請等の手引き」について
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許可申請等の手引き（愛媛県）作成中

＜目次＞
１．宅地造成・特定盛土等又は土石の堆積に関する工事許可の概要

２．許可権者

３．工事の技術的基準及び設計者資格

４．宅地造成・特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可申請等

（申請図書、留意事項、手数料など）

５．検査及び定期報告

６．宅地造成・特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の届出
（施工中の許可対象規模の工事、特盛区域内の届出対象工事）

７．許可申請・届出窓口担当部署
（手続きの流れなど）

８．申請書等様式

窓口：各地方局建設部または各土木事務所の管理担当課

中核市の松山市以外は、県許可

法令が定める申請書様式の一部

申請手数料は手続き中のため
規制開始までに公表



盛土規制法に関係するガイドライン等について

国土交通省の資料より
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盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方について（宅地造成、特定盛土等）
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国土交通省の資料より



盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方について（土石の堆積）
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国土交通省の資料より



宅地造成又は特定盛土等に関する許可申請書の様式について
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記入例



宅地造成又は特定盛土等に関する許可申請書の様式について
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記入例



宅地造成又は特定盛土等に関する許可申請書の様式について
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記入例 ＜主な必要書類＞
①申請書
②構造計算書（擁壁等を設置する場合、
渓流等で盛土する場合は、盛土の安定計算書）

③設計者資格証明書（5m超の擁壁等）

④資力・信用に関する書類
⑤土地に関する書類
⑥申請箇所の写真
⑦周辺住民への周知書類
⑧図面
位置図(1/10,000以上)
地形図(1/2,500以上)
平面図、断面図(1/500以上)
構造図(1/50以上)等



土石の堆積に関する許可申請書の様式について
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＜土地の面積＞
許可申請に関連のある総面積であり、
切盛土や堆積を行わない道路や法面等を含む

＜申請面積＞
許可申請の対象となる面積、つまり土石を堆積
する土地の面積であって、手数料を判定する
面積となる



盛土規制法に基づく全国の指定状況 R6.6時点（国の調査結果）
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⇒愛媛県においても、本説明会資料や申請等の手引き・様式、
チェックリストなど、ホームページでの公表を予定


